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Chapter3. 一般知識 
 
3. 企業法務の知識 

 
 
 
 
 
 
 
＝小切手＝ 
現金の代わり→当座預金口座（※）をつくると、銀行から小切手がもらえる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＝約束手形＝ 
信用、約束証券という機能を持つ有価証券 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

証券 
証拠証券 

クリーニング屋の預り証 
保険証券 

有価証券 
小切手・手形・株券 

社債・商品券 

小  切  手 

 ￥2,500,000※ 金額 

○○県△△市◇

◇ 株式 
会社  ◎◎銀行××支店 

上記の金額をこの小切手と引替に 
持参人へお支払いください。 
拒絶証書不要 

平成 ○年 ○月 ○日 振出人   株式会社 ＊＊会社 
代表取締役 ＊＊市郎  

 
振出地 
東京都新宿区 印

東京 1201 
0021-229 

振出日 
振出人の署名と押印 

振出金額 

支払銀行 

線引小切手 

約 束 手 形   EG-001 

 ￥2,500,000※ 金額 

上記の金額をあなたまたはあたなの指図人へこの約束手
形と引き換えにお支払いします 
平成 ○年 ○月 ○日 

振出人    株式会社 ＊＊会社 
代表取締役 ＊＊市郎  

 

振出地 
住所    東京都新宿区○○○○ 

印

東京 1201 
0021-229 

収  入  
印   紙 

印

緑 山株式会社  殿  支払期日  平成○年○月○日 
支払地   東京都練馬区 
支払場所 

◎◎銀行 ××支店 
 

No

振出人の署名と押印 

発行日付 

小切手の種類 内容 
綿引小切手（横線小切手） 振出人が支払銀行に対して、受取人（所持人）に指定の金額を支払うように委託した小切手 

先付小切手（先日付小切手） 振出日の日付を実際の振出日よりあとに設定している小切手のこと 

 

手形の種類 内容 

約束手形 
振出人が受取人に対して、一定の金額を一定の期日に一定の場所で支払うことを約束した証券 
一般的に銀行が支払人として委託され支払う 
裏書することによって他人に譲渡できる 

為替手形 一定の金額を一定の期日に受取人へ支払ってくれるよう、振出人が支払人に委託した証券 

手形割引 すぐに現金が必要な場合に、銀行に持参して一定の利息を支払うことによって現金化することがで

きる 
裏書 第三者に手形や小切手を譲渡する際に、その裏面に所持者が譲渡する旨の署名・捺印をすること 

不渡り手形 支払銀行において、預金不足のために引き受けや支払いを拒絶された手形のこと。6 ヶ月以内に 2
回出すと取引停止処分を受ける。事実上の倒産となる。 

 
 

２級で取り扱う知識です。 
小切手の種類や内容を理解

しておきましょう。 

※小切手、手形などを振り出す為の預金。無利息。 
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＝損益分岐点について＝ 

 
 
 
 
 
 
 
＝押印について＝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般知識の出題傾向は、組合せ、語句の意味、反対語になります。 
 
 
 

1) 外為        ＝  外国為替 
2) 労基法      ＝   労務基本法 
3) 国保         ＝  国民健康保険 
4) 労災保険  ＝   労働災害補償保険 
5) 公取委    ＝   公正取引委員会 

 
 
 
 
 

＝問題＝ 

次は、用語の説明の中から、不適当と思われるものを一つ選びなさい。 
 

(1) 不良債権 とは、返してもらえないかもしれない貸した金などのこと。 
(2) 資金操り とは、事業を続けるための、資金のやり繰りのこと。 
(3) 連結決算 とは、年度の前期と後期をまとめて行う決算のこと。 
(4) 固定資産 とは、土地、建物、大きな機械などの資産のこと。 
(5) 融資 とは、求めている人に資金を融通すること。 

 
＝解答＝ 
答え（3） ｢連結決算｣とは、親会社と関係子会社を併せて行う決算のこと。 

 

          不適当なのは、 2）労基法 
正しくは、労働基準法です 

1. 次は、略語とその略されていない語の組合せである。中から不適当と思われるものを一つ選びなさい。 

解答. 

総費用と売上高が
等しくなる点 

売上高 

損益 
分岐点 

総
費
用 

売上高と総費用が等しくなる点をいう。売上高が

総費用を越えると利益の発生、総費用が売上高

を超えると損失の発生となります。 

 
 

契約書 

印 

割印の押し方 
印 

封印の押し方 

印 

印 
消印の押し方 
収入印紙の再利用防止のために
印紙と台紙にまたがって押印する 
契約書と同じ印でなくても可 
また印がなければ斜線でもよい 

契印の押し方 
文書が 2 枚以上になる場合、差し替
えられたりしてもわかるように正当

に作成された文書であることを示す 
印 

印 

 
 
 
 
 
 

十
二
万 

 
 

費
用 
十
万 印 

訂正印の押し方 
赤で二重線を引

き、そこに押印して

訂正する 

 

 

 


